
　
は
じ
め
に

　
朝
鮮
出
兵
研
究
は
な
が
い
伝
統
を
有
し
て
い
る
も
の
の
、
慶
長
の
役
に
お
け
る

日
本
側
諸
将
の
基
本
的
な
動
向
の
解
明
は
遅
れ
て
い
る
と
の
問
題
意
識
に
も
と
づ

い
て
、

（
1
）

こ
れ
ま
で
研
究
を
継
続
し
て
き
た
。

（
2
）

そ
の
一
環
と
し
て
、「
慶
長
の
役
に
お

け
る
黒
田
長
政
の
動
向
」（
以
下
、
別
稿
と
呼
ぶ
）
を
二
〇
〇
四
年
に
発
表
し
た
。

（
3
）

の
ち
、
こ
の
別
稿
に
お
い
て
検
討
の
俎
上
に
あ
げ
る
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
看
過
し
て
し
ま
っ
た
史
料
群
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
が

本
稿
で
紹
介
し
、
そ
の
史
料
的
意
義
を
論
じ
て
ゆ
く
計
一
二
通
の
黒
田
長
政
宛
鼻

請
取
状
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
鼻
請
取
状
と
は
、
諸
将
に
よ
り
切
り
集
め
ら
れ
た
鼻

を
査
収
し
た
軍
目
付
が
そ
の
証
明
の
た
め
に
諸
将
宛
に
発
給
し
た
文
書
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
軍
目
付
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

（
4
）

慶
長
二
（
一
五
九
七
）

年
二
月
、
豊
臣
秀
吉
は
慶
長
の
役
を
開
始
す
る
に
あ
た
り
、
七
名
の
軍
目
付
を
任

命
し
た
。
当
初
、
秀
吉
は
釜
山
倭
城
在
番
の
小
早
川
秀
秋
の
軍
目
付
と
し
て
太
田

一
吉
、「
先
手
」
の
軍
目
付
と
し
て
毛
利
重
政
・
竹
中
隆
重
・
垣
見
一
直
・
毛
利
友

重
・
早
川
長
政
・
熊
谷
直
盛
、
こ
れ
ら
計
七
名
の
軍
目
付
を
任
命
し
て
い
た
。

（
5
）

こ

の
う
ち
、
毛
利
重
政
が
慶
長
二
年
五
月
に
朝
鮮
で
病
死
し
た
た
め
、
秀
吉
は
同
月

あ
ら
た
に
釜
山
倭
城
在
番
の
秀
秋
の
軍
目
付
と
し
て
福
原
長
堯
を
任
命
し
、
一
吉

を
「
先
手
」
の
軍
目
付
に
変
更
し
た
。

（
6
）

こ
う
し
た
変
更
に
よ
っ
て
、「
先
手
」
の
軍

目
付
は
竹
中
隆
重
・
垣
見
一
直
・
毛
利
友
重
・
早
川
長
政
・
熊
谷
直
盛
そ
し
て
太

田
一
吉
の
六
名
の
体
制
と
な
り
、
今
の
と
こ
ろ
鼻
請
取
状
の
発
給
者
と
し
て
確
認

さ
れ
て
い
る
の
も
こ
の
六
名
で
あ
る
。

　
後
述
の
ご
と
く
、
問
題
の
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
は
一
九
一
八
年
の
研
究
に
よ

り
「
学
界
に
紹
介
」
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
い
わ
ば
再
発
見

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
か
る
経
緯
が
示
す
よ
う
に
こ
の
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

は
研
究
の
断
絶
が
み
ら
れ
、
こ
れ
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
耳
塚
（
鼻
塚
）

や
鼻
切
り
行
為
に
言
及
す
る
研
究
に
お
い
て
も

近
に
な
る
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
史
料
紹
介
と
研
究
史
整
理
に
多
く
の
紙
数
を

割
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
別
稿
執
筆
時
に
お
け
る
無
知
に
対
す
る
反

　
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

津
　
野
　
倫
　
明

（
地
域
変
動
論
コ
ー
ス
）

一



省
と
弁
明
の
意
味
合
い
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
本
稿
の
目
的
達
成
に
不
可
欠
の
作

業
で
あ
る
。
そ
の
目
的
と
は
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
が
有
す
る
史
料
的
意
義
を
論

じ
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
前
提
と
し
て
慶
長
の
役
に
お
け
る
日
本
側
諸

将
の
基
本
的
な
動
向
の
全
容
解
明
に
向
け
て
新
た
な
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ

る
。

　　
一
　
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
紹
介

　
本
章
で
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
伝
存
状
況
の
概
要
を
述
べ
る
と
と
も
に
、

そ
の
釈
文
を
掲
げ
る
。

　
計
一
二
通
の
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
は
一
軸
の
巻
子
本
の
形
態
で
、
木
箱
に
収

め
ら
れ
て
伝
存
し
て
い
る
。
木
箱
の
蓋
表
に
は
「
鼻
請
取
書
　
一
軸
」「
黒
田
長
敬

所
蔵
」、
蓋
裏
に
は
「
明
治
三
十
一
年
三
月
　
黒
田
長
敬
再
製
函
」
と
そ
れ
ぞ
れ
墨

書
に
よ
る
箱
書
が
存
在
す
る
。
よ
っ
て
、
遅
く
と
も
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年

に
は
黒
田
長
敬
氏
が
所
蔵
し
て
お
り
、
同
年
に
現
在
の
木
箱
を
再
製
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
長
敬
氏
は
秋
月
黒
田
家
の
一
三
代
目
当
主
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の

巻
子
本
は
同
家
の
諸
資
料
を
多
く
所
蔵
す
る
財
団
法
人
秋
月
郷
土
館
（
福
岡
県
朝

倉
市
）
に
現
在
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
長
政
宛
の
鼻
請
取
状
が
、

長
政
の
長
子
忠
之
に
継
承
さ
れ
る
福
岡
黒
田
家
の
子
孫
で
は
な
く
、
長
政
の
三
男

長
興
を
祖
と
す
る
秋
月
黒
田
家
の
子
孫
に
伝
え
ら
れ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

　
こ
の
巻
子
本
で
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
が
月
日
順
に
配
列
さ
れ
て
お
り
、

末
尾
に
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
た
鼻
数
を
集
計
し
た
奥
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
稿

で
掲
げ
る
釈
文
は
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
一
日
に
同
館
に
お
い
て
実
施
し
た
調
査

に
も
と
づ
い
て
作
成
し
て
い
る
。

（
7
）

で
は
、
一
二
通
の
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
を
巻

子
本
で
の
順
す
な
わ
ち
月
日
順
に
Ａ
―
１
～
12
と
し
て
、
そ
し
て
奥
書
を
史
料
Ａ
―

13
と
し
て
掲
げ
よ
う
。

（
8
）

　
史
料
Ａ
―
１

従
被
打
立
候
、
は
む
や
ぐ

(

咸
　

　
陽

)

迄
ニ
被
切
捨
鼻
数
之
事
、

合
弐
拾
三
也
、

右
慥
ニ
請
取
帳
面
ニ
書
写
申
者
也
、

慶
長
弐
年

八
月
十
六
日
　
　
　
熊
谷
内
蔵
允

(

直

盛

)

（
花
押
）

垣
見
和
泉
守

(

一

直

)

（
花
押
）

早
川
主
馬
頭

(

長

政

)

（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守

(

長

政

)

殿ま
い
る

　
史
料
Ａ
―
２

今
日
請
取
頸
鼻
并
生
捕
数
之
事
、

一
首
　
　
拾
三

一
鼻
　
　
弐
十
五

一
生
捕
　
弐
人

合
四
拾
内
金
海
上
官
首
壱
ツ
有
之
也
、

右
慥
ニ
請
取
申
所
也
、

慶
長
弐
年

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

二



八
月
十
七
日
　
　
　
熊
谷
内
蔵
允
（
花
押
）

垣
見
和
泉
守
（
花
押
）

早
川
主
馬
頭
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守
殿ま

い
る

　
史
料
Ａ
―
３

今
日
頸
之
は
な
数
、
合
七
ツ
慥
ニ
請
取
申
候
、
以
上
、

垣
和
泉

八
月
廿
二
日
　
一
直
（
花
押
）

熊
内
蔵直

盛
（
花
押
）

早
主
馬長

政
（
花
押
）

黒
甲
殿ま

い
る

　
史
料
Ａ
―
４

請
取
申
鼻
数
、
都
合
三
千
慥
ニ
請
取
申
候
也
、

早
主
馬
頭

慶
長
弐

九
月
五
日
　
長
政
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守
殿ま

い
る

　
史
料
Ａ
―
５

請
取
申
は
な
数
事
、

合
八
拾
五
者
、
但
か
く
な
ミ
者
、
稷
山
に
て
、

慶
長
弐
年

九
月
七
日
　
　
　
　
　
　
竹
中
源
介

(

隆
重)

（
花
押
）

大
田
飛
騨

(

一
吉)

黒
田
甲
斐
守
殿

　
史
料
Ａ
―
６

請
取
申
鼻
数
之
事
、

合
弐
百
四
拾
壱
者
、
　
清
安
ニ
而
、

慶
長
弐
年

九
月
十
三
日
　
　
　
　
竹
中
源
介
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守
殿

　
史
料
Ａ
―
７

請
取
申
は
な
数
之
事
、

合
五
百
拾
者
、

右
、
如
件
、

慶
長
弐
年

九
月
十
四
日
　
　
　
　
竹
中
源
介
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守
殿

　
史
料
Ａ
―
８

請
取
申
は
な
数
之
事
、
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合
四
百
五
拾
七
者
、

右
、
如
件
、

慶
長
弐
年

九
月
十
五
日
　
　
　
　
竹
中
源
介
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守
殿

　
史
料
Ａ
―
９

う
け
取
申
は
な
数
之
事
、

合
参
百
七
拾
弐
者
、

右
、
如
件
、

慶
長
弐
年

九
月
十
七
日
　
　
　
　
竹
中
源
介
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守
殿

　
史
料
Ａ
―
10

請
取
申
は
な
数
事
、

合
弐
百
四
拾
四
者
、
　
青
山
ニ
而
、

九
月
十
七
日
　
　
　
　
竹
中
源
介
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守
殿

　
史
料
Ａ
―
11

請
取
申
は
な
数
之
事
、

合
参
百
者
、
　
開
寧
に
て
、

慶
長
弐
年

九
月
十
九
日
　
竹
中
源
介
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守
殿

　
史
料
Ａ
―
12請

取
申
は
な
数
之
事
、

合
弐
百
弐
拾
三
者
、
　
玄
風
ニ
而
、

慶
長
弐
年

九
月
廿
九
日
　
　
　
　
竹
中
源
介
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守
殿

　
史
料
Ａ
―
13

慶
長
二
年
八
月
十
六
日
ヨ
リ
九
月
廿
九
日
迄
日
数
四
拾
五
日

惣
合
頸
鼻
数
伍
千
五
百
弐
ツ
内

八
拾
五
者
　
　
漢
南
人
　
稷
山
ニ
テ

壱
ツ
者
　
　
　
金
海
上
官
之
頸

　
以
上
が
一
二
通
の
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
お
よ
び
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
た
鼻
数

を
集
計
し
た
奥
書
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
そ
の
史
料
的
意
義
を
考
え
る
た
め
に
、

先
行
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
他
の
諸
将
宛
鼻
請
取
状
を

受
給
者
別
に
整
理
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
二
　
他
の
諸
将
宛
鼻
請
取
状

　
本
章
で
は
、
黒
田
長
政
宛
以
外
の
鼻
請
取
状
で
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
を

受
給
者
ご
と
に
整
理
し
て
ゆ
く
。
従
来
の
研
究
で
は
切
り
集
め
ら
れ
た
鼻
数
の
総

数
試
算
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
か
鼻
請
取
状
に
限
ら
ず
鼻
数
に

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

四



関
す
る
史
料
を
含
め
た
表
な
ど
が
作
成
さ
れ
て
き
た
。

（
9
）

こ
う
し
た
研
究
動
向
の
な

か
で
、
あ
く
ま
で
鼻
請
取
状
そ
の
も
の
を
整
理
し
て
提
示
し
た
の
が
北
島
万
次
『
朝

鮮
日
々
記
・
高
麗
日
記
』
で
あ
る
。

（
10
）

以
下
、
同
書
を
参
考
に
し
て
受
給
者
に
注
目

し
つ
つ
、
鼻
請
取
状
を
掲
げ
て
ゆ
く
。

（
11
）

　
ま
ず
掲
げ
る
の
は
計
九
通
が
確
認
さ
れ
て
い
る
吉
川
広
家
宛
の
鼻
請
取
状
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
正
文
で
あ
る
。

　
史
料
Ｂ
―
１
　

（
12
）以

上
、

請
取
申
鼻
数
之
事
、
合
四
百
八
拾
者
、
慥
ニ
請
取
申
候
也
、
恐
々
謹
言
、

早
川
主
馬
頭

九
月
朔
日
　
　
　
　
　
　
　
　
長
政
（
花
押
）

吉
川
蔵
人

(

広
家)

殿
ま
い
る
御
報

　
史
料
Ｂ
―
２
　

（
13
）以

上
、

請
取
申
鼻
数
之
事
、
合
七
百
九
拾
弐
分
、
慥
ニ
請
取
申
候
也
、
恐
々
謹
言
、

早
川
主
馬
頭

九
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
政
（
花
押
）

吉
川
蔵
人
殿御

陳
所

　
史
料
Ｂ
―
３
　

（
14
）以

上
、

請
取
申
鼻
数
之
事
、
三
百
五
拾
八
ハ
、
慥
ニ
請
取
申
候
也
、
恐
々
謹
言
、

早
川
主
馬
頭

九
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
政
（
花
押
）

吉
川
蔵
人
殿御

陣
所

　
史
料
Ｂ
―
４
　

（
15
）以

上
、

請
取
申
鼻
数
之
事
、
六
百
四
拾
壱
ハ
、
慥
ニ
請
取
申
候
也
、
恐
々
謹
言
、

早
川
主
馬
頭

九
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
政
（
花
押
）

吉
川
蔵
人
殿

ま
い
る
御
陣
所

　
史
料
Ｂ
―
５
　

（
16
）以

上
、

請
取
申
鼻
数
之
事
、
四
百
三
拾
七
者
、
慥
ニ
請
取
申
候
也
、
恐
々
謹
言
、

早
川
主
馬
頭

九
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
長
政
（
花
押
）

吉
川
蔵
人
殿

ま
い
る
御
陣
所

　
史
料
Ｂ
―
６
　

（
17
）以

上
、

請
取
申
鼻
数
之
事
、
合
千
弐
百
四
拾
五
者
、
慥
ニ
請
取
申
候
也
、
恐
々
謹
言
、
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早
川
主
馬
頭

九
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
政
（
花
押
）

吉
川
蔵
人
殿

御
陣
所

　
史
料
Ｂ
―
７
　

（
18
）

於
珍
原
郡
請
取
頸
之
鼻
数
之
事
、

合
八
百
七
拾
也
、

右
、
慥
ニ
請
取
申
所
也
、

慶
長
弐九

月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
熊
谷
内
蔵
允
（
花
押
）

垣
見
和
泉
守
（
花
押
）

早
川
主
馬
首
（
花
押
）

吉
川
蔵
人
頭
殿

御
陣
所

　
史
料
Ｂ
―
８
　

（
19
）

以
上
、

貴
札
拝
見
本
望
之
至
ニ
候
、
随
而
珍
原
・
霊
光
於
両
郡
ニ
さ
る
ミ
御
成
敗
之

鼻
数
、
合
壱
万
四
拾
、
慥
ニ
請
取
申
候
、
今
日
従
是
委
敷
申
入
之
間
、
不
能

多
筆
候
、
恐
惶
謹
言
、

垣
和
泉

九
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
一
直
（
花
押
）

熊
内
蔵

直
盛
（
花
押
）

早
主
馬長

政
（
花
押
）

吉
蔵
人
様御

報

　
史
料
Ｂ
―
９
　

（
20
）

請
取
頸
之
鼻
数
之
事
、

合
参
千
四
百
八
拾
七
也
、

右
、
慥
請
取
申
所
也
、

慶
長
弐

十
月
九
日
　
　
　
熊
谷
内
蔵
允
（
花
押
）

吉
川
蔵
人
殿

御
陣
所

　
次
に
掲
げ
る
の
は
計
五
通
が
確
認
さ
れ
て
い
る
鍋
島
勝
茂
宛
の
鼻
請
取
状
で
あ

り
、
や
は
り
い
ず
れ
も
正
文
で
あ
る
。

　
史
料
Ｃ
―
１
　

（
21
）

昨
今
之
首
、
此
鼻
九
拾
、
慥
請
取
申
候
、
恐
々
謹
言
、

熊
谷
内
蔵
允

八
月
廿
一
日
　
直
盛
（
花
押
）

垣
見
和
泉
守一

直
（
花
押
）

早
川
主
馬
頭

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

六



長
政
（
花
押
）

鍋
島
信
濃
守

(

勝

茂

)

殿御
陣
所

　
史
料
Ｃ
―
２
　

（
22
）

昨
今
之
首
、
此
鼻
数
弐
百
六
十
四
、
慥
ニ
請
取
申
候
也
、

熊
谷
内
蔵
允

八
月
廿
五
日
　
直
盛
（
花
押
）

垣
見
和
泉
守一

直
（
花
押
）

早
川
主
馬
頭長

政
（
花
押
）

鍋
島
信
濃
守
殿ま

い
る

　
史
料
Ｃ
―
３
　

（
23
）

今
日
之
鼻
数
、
合
百
七
拾
、
慥
ニ
請
取
申
候
、
以
上
、

垣
和
泉
守

八
月
廿
七
日
　
一
直
（
花
押
）

熊
内
蔵
允

直
盛
（
花
押
）

早
主
馬
頭

長
政
（
花
押
）

鍋
島
信
濃
守
殿

ま
い
る

御
報

　
史
料
Ｃ
―
４
　

（
24
）

以
上
、

請
取
申
鼻
数
之
事
、
合
千
五
百
五
拾
壱
者
、
慥
ニ
請
取
申
候
也
、
恐
々
謹
言
、

早
川
主
馬
頭

九
月
十
三
日
　
　
　
　
　
長
政
（
花
押
）

鍋
島
信
濃
守
殿御

返
報

　
史
料
Ｃ
―
５
　

（
25
）

金
溝
・
金
堤
両
郡
ニ
お
ゐ
て
御
成
敗
之
頸
之
鼻
数
事
、

合
三
千
三
百
六
拾
九
也
、

右
、
慥
ニ
請
取
申
所
也
、

十
月
一
日
　
　
　
垣
見
和
泉
守
（
花
押
）

熊
谷
内
蔵
允
（
花
押
）

早
川
主
馬
頭
（
花
押
）

鍋
島
信
濃
守
殿

　

後
に
掲
げ
る
の
は
計
二
通
の
み
が
確
認
さ
れ
て
い
る
藤
堂
高
虎
宛
の
鼻
請
取

状
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
写
で
あ
る
。

　
史
料
Ｄ
―
１
　

（
26
）

請
取
申
鼻
数
之
事
、

合
三
百
四
拾
六
也
、

高
知
大
学
人
文
学
部
人
間
文
化
学
科
・
人
文
科
学
研
究

第
17
号

七



右
、
如
件
、

慶
長
弐
年
　
　

　
　
　
　
大
田
飛
騨
守
　
　
花
押

八
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
竹
中
源
介
　
　
　
花
押

毛
利
民
部
大
夫

（
　
友
　
重
　
）

　
花
押

藤
堂
佐
渡
守

（

高

虎

）

殿

　
史
料
Ｄ
―
２
　

（
27
）

請
取
申
鼻
数
之
事
、

合
三
拾
六
也
、

右
、
如
件
、

慶
長
弐
年
　

八
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
大
田
飛
騨
守
　
　
花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
中
源
介
　
　
　
花
押

毛
利
民
部
大
夫
　
花
押

藤
堂
佐
渡
守
殿

　
以
上
の
よ
う
に
、
黒
田
長
政
宛
以
外
の
鼻
請
取
状
と
し
て
は
、
吉
川
広
家
宛
が

九
点
、
鍋
島
勝
茂
宛
が
五
点
、
藤
堂
高
虎
宛
が
二
点
（
写
）、
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
合
計
は
一
六
点
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
鼻
請

取
状
の
総
数
は
、
前
章
で
掲
げ
た
黒
田
長
政
宛
の
一
二
点
を
合
わ
せ
て
も
二
八
点

に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
鼻
請
取
状
の
残
存
数
か
ら
す
る
と
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請

取
状
が
刮
目
す
べ
き
史
料
群
で
あ
る
こ
と
が
即
座
に
了
解
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ら
は
本
章
で
参
考
に
し
た
『
朝
鮮
日
々
記
・
高
麗
日
記
』
に
お
い
て
も
把
握

さ
れ
て
お
ら
ず
、
次
章
で
み
て
ゆ
く
よ
う
に
奇
妙
な
ほ
ど
に
学
界
に
流
布
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
　
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
関
す
る
研
究
史

　
本
章
で
は
、
耳
塚
（
鼻
塚
）
や
鼻
切
り
行
為
に
言
及
す
る
諸
研
究
を
ふ
ま
え
つ

つ
、
別
稿
発
表
以
前
に
お
け
る
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
関
す
る
研
究
を
整
理
し

て
ゆ
き
た
い
。
こ
れ
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
を
め
ぐ
る
研
究
史
の
断
絶
状
況

を
確
認
す
る
作
業
で
も
あ
る
。

　
じ
つ
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
意
外
に
早
く
登
場
す

る
。
そ
れ
は
一
九
一
八
年
に
発
表
さ
れ
た
武
谷
水
城
「
旧
秋
月
藩
主
黒
田
家
の
古

文
書
と
鼻
塚
」
で
あ
る
。

（
28
）

そ
の
冒
頭
で
は
、「
筑
前
旧
秋
月
藩
主
黒
田
子
爵
家
の
古

文
書
の
中
に
、
慶
長
征
韓
の
役
、
黒
田
長
政
の
手
に
討
取
り
た
る
敵
の
首
級
代
り

の
鼻
の
受
領
証
が
十
余
通
あ
る
」
と
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
存
在
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
一
方
、
末
尾
で
は
、
次
の
よ
う
に
執
筆
の
目
的
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
此
の
黒
田
家
の
古
文
書
は
、
未
だ
学
界
に
紹
介
せ
ら
れ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、

故
へ
あ
り
て
深
く
秘
庫
に
蔵
せ
ら
れ
し
も
の
に
て
、
旧
藩
時
代
は
当
路
の
士

人
も
殆
ど
之
れ
を
知
れ
る
も
の
無
か
り
し
と
云
ふ
。
私
は
前
日
秋
月
に
往
き
、

請
ふ
て
一
覧
す
る
事
を
得
た
れ
ば
、
今
日
之
れ
を
本
会
に
紹
介
す
る
と
共
に
、

故
星
野
博
士
の
、
京
都
大
仏
前
の
塚
は
鼻
塚
に
し
て
耳
塚
に
あ
ら
ざ
る
考
の

一
端
を
も
、
併
せ
て
紹
介
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
伝
存
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
右

に
「
今
日
之
れ
を
本
会
に
紹
介
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
一
九
一
七

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

八



年
一
二
月
二
六
日
の
筑
紫
史
談
会
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
お
り
、

「
前
日
」
は
同
年
内
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
一
九
一
七
年
の
段
階
で

も
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
は
秋
月
黒
田
家
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
武
谷
氏
は
「
故
星
野
博
士
」
す
な
わ
ち
星
野
恒
氏
の
研
究
の
「
一
端
を

も
、
併
せ
て
紹
介
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
単
に
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
批
判

し
て
い
る
。
星
野
氏
は
「
京
都
大
仏
殿
前
ノ
塚
ハ
鼻
塚
ニ
シ
テ
耳
塚
ニ
非
サ
ル
考
」

に
お
い
て
「
長
政
ハ
稷
山
ニ
至
ル
、
長
政
ハ
途
ニ
シ
テ
明
将
解
生
ト
戦
ヒ
、
百
五

六
十
人
討
取
リ
シ
モ
、
味
方
モ
死
傷
多
ク
、
交
綏

ア
イ
ヒ
キ

セ
シ
ユ
ヘ
、
首
級
ハ
挙
ル
ニ
及

ハ
サ
リ
キ
」
と
慶
長
二
年
九
月
七
日
の
稷
山
の
戦
い
で
黒
田
勢
は
「
首
級
」
を
あ

げ
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
た
。

（
29
）

そ
の
根
拠
と
し
て
は
『
黒
田
家
譜
』

の
書
名
の
み
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
お
そ
ら
く
は
星
野
論
文
が
依
拠

し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
同
書
の
記
述
で
あ
り
、
か
つ
武
谷
論
文
に
よ
る
批

判
と
も
か
か
わ
る
記
述
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
史
料
Ｅ
　

（
30
）

毛
屋
が
い
は
く
、
敵
ハ
鉄
の
楯
を
つ
き
た
れ
ば
、
鉄
砲
を
打
か
く
る
と
も
ひ

る
む
へ
か
ら
す
。
然
れ
と
も
鉄
砲
を
一
度
に
放
か
け
、
其
勢
を
相
図
に
し
て

か
け
入
、
敵
の
楯
を
引
ふ
せ


、
敵
を
切
て
す
て
よ
。
首
を
と
る
事
な
か

れ
。
先
鉄
砲
を
今
少
さ
き
の
ひ
き
ゝ
所
へ
押
下
し
て
備
へ
然
る
へ
し
と
云
。

此
時
鉄
砲
頭
等
毛
屋
が
申
旨
に
ま
か
せ
、
下
知
し
て
足
軽
を
す
ゝ
め
、
鉄
砲

一
放
つ
ゝ
一
度
に
放
ち
か
け
、
其
煙
の
内
よ
り
や
か
て
諸
卒
鬨
を
作
り
て
い

さ
ミ
か
ゝ
る
。（
中
略
）
長
政
い
さ
ミ
す
ゝ
ミ
、
ふ
る
ひ
打
て
敵
を
や
ぶ
り
、

百
五
六
十
人
誅
取
給
ひ
け
れ
は
、（
後
略
）

　
武
谷
氏
は
右
の
前
後
の
記
述
に
も
言
及
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
星
野
説
の
問
題

点
を
指
摘
し
て
い
る
。

成
る
程
同
書
（『
黒
田
家
譜
』
―
津
野
註
）
に
、
長
政
の
隊
将
毛
屋
主
水
が
其

の
部
下
に
令
し
て
、
敵
の
楯
を
引
き
伏
せ
て
敵
を
切
て
捨
て
よ
、
首
級
を
取

る
事
勿
れ
云
云
と
あ
り
て
、
鉄
砲
頭
等
も
毛
屋
が
申
す
旨
に
任
せ
て
、
諸
卒

を
進
め
し
由
記
る
せ
る
も
、
之
れ
は
素
と
よ
り
全
軍
に
令
せ
し
も
の
に
あ
ら

ず
。（
中
略
）
軈
て
後
続
部
隊
た
る
毛
利
秀
元
の
来
援
を
得
て
、
終
に
敗
退
に

至
ら
ざ
り
し
の
み
な
ら
ず
、
結
局
の
勝
利
は
我
れ
に
帰
し
、
長
政
穆
山

（
マ
マ
）

に
十

余
日
逗
留
せ
ら
れ
ぬ
。
黒
田
家
譜
に
此
戦
の
記
事
中
我
れ
に
討
取
り
し
敵
数

の
記
載
確
実
な
ら
ざ
る
と
、
前
述
せ
し
毛
屋
主
水
の
言
を
載
せ
し
等
に
因
り

て
、
博
士
は
此
役
敵
の
首
級
は
挙
る
に
及
ば
ざ
り
き
と
断
定
せ
ら
れ
し
な
ら

ん
も
、
今
此
の
秋
月
黒
田
家
の
古
文
書
に
依
り
、
黒
田
家
譜
の
記
載
確
実
な

ら
ざ
る
と
、
従
て
博
士
の
断
定
の
穏
当
な
ら
ざ
る
と
を
立
証
す
る
。

　
武
谷
氏
は
か
か
る
星
野
批
判
を
展
開
す
べ
く
、
Ａ
―
１
・
２
の
二
通
を
掲
げ
た

の
ち
、
さ
ら
に
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
ゆ
く
。

以
下
八
月
二
十
二
日
、
九
月
五
日
、
七
日
、
十
三
日
、
十
四
日
、
十
五
日
、

十
七
日
、
同
日
、
十
九
日
、
二
十
九
日
、
附
の
九
通

（
マ
マ
）

に
し
て
、
其
の
内
九
月

七
日
の
分
鼻
八
十
五
は
穆
山

（
マ
マ
）

に
て
、
同
十
三
日
附
百
四
十
一
は
清
安
に
て
、

同
十
七
日
二
百
四
十
四
は
青
山
に
て
、
同
十
九
日
三
百
は
開
寧
に
て
、
同
二

十
九
日
二
百
二
十
三
は
玄
風
に
て
、
討
取
り
し
も
の
に
て
、
各
々
地
名
の
記

入
あ
り
。

以
上
八
月
十
六
日
よ
り
九
月
二
十
九
日
迄
、
日
数
四
十
五
日
、
総
計
頸
鼻
数
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五
千
二
百

（
マ
マ
）

二
個
に
し
て
、
其
の
内
八
十
五
は
漢
南
人
、
　
頸
の
内
、
一
は
金

海
上
官
の
頸
な
り
。（
後
略
）

　
武
谷
氏
は
こ
う
し
た
紹
介
を
ふ
ま
え
て
、
「
穆
山

（
マ
マ
）

に
て
割
き
取
り
し
鼻
数
は
八

十
五
に
止
ま
り
し
や
否
や
は
、
明
か
な
ら
ざ
る
も
、
其
の
全
く
首
級
を
挙
げ
ず
と

云
ふ
は
失
考
」、
「
穆
山

（
マ
マ
）

の
役
、
長
政
の
手
に
討
取
る
処
百
五
六
十
人
と
言
ふ
は
、

確
実
な
ら
ず
」
と
論
じ
た
。

（
31
）

武
谷
論
文
は
「
稷
山
」
を
「
穆
山
」
と
す
る
誤
記
、

鼻
請
取
状
の
合
計
点
数
の
誤
算
、

（
32
）

「
総
計
頸
鼻
数
」
に
か
か
わ
る
誤
読
な
ど
誤
り

は
少
な
く
な
い
が
、
し
か
し
、
以
下
の
二
点
に
関
し
て
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。
ま

ず
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
存
在
を
学
界
に
紹
介
し
た
初
の
研
究
と
位
置
付

け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
稷
山
の
戦
い
に
お
け
る
黒
田
勢
は
「
首
級
ハ

挙
ル
ニ
及
ハ
サ
リ
キ
」
と
し
た
星
野
説
を
史
料
Ａ
―
５
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
否
定

し
、
黒
田
勢
の
「
勝
利
」
を
つ
と
に
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
次
章
で
も
言

及
す
る
よ
う
に
、
稷
山
の
戦
い
に
お
け
る
黒
田
勢
の
劣
勢
を
以
後
日
本
側
が
消
極

的
と
な
っ
た
一
契
機
と
す
る
説
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
点
に
関
し

て
、
武
谷
論
文
は
研
究
史
に
お
け
る
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ

き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
武
谷
論
文
の
存
在
と
と
も
に
黒
田
長
政
宛
鼻
請

取
状
の
存
在
そ
し
て
稷
山
の
戦
い
に
お
け
る
黒
田
勢
の
「
勝
利
」
は
学
界
に
は
流

布
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
朝
鮮
出
兵
に
関
す
る
も
っ
と
も
網
羅
的
な
研
究
の

一
つ
で
あ
る
『
日
本
戦
史
朝
鮮
役
』
も
稷
山
の
戦
い
に
関
す
る
記
述
は
専
ら
『
黒

田
家
譜
』
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
33
）

こ
れ
を
大
き
な
要
因
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
、
以
後

の
研
究
で
は
武
谷
論
文
の
指
摘
は
看
過
さ
れ
て
き
た
。

　
例
え
ば
、
一
九
七
〇
年
代
、
鼻
切
り
行
為
に
関
す
る
諸
史
料
の
把
握
が
進
展
し

て
い
っ
た
も
の
の
、
こ
こ
で
も
や
は
り
武
谷
論
文
と
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
は
看

過
さ
れ
て
い
た
。
藤
木
久
志
氏
の
研
究
に
は
鼻
請
取
状
の
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
史
料
Ｂ
―
１
～
９
、
史
料
Ｃ
―
１
～
５
に
該
当
す
る
鼻
請
取
状
お

よ
び
「
陣
立
書
」
に
関
す
る
日
付
・
鼻
数
・
出
典
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

史
料
Ａ
―
１
～
12
す
な
わ
ち
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。

（
34
）

鼻

切
り
行
為
に
関
連
す
る
諸
史
料
を
博
捜
し
た
琴
秉
洞
氏
の
著
書
は
史
料
Ａ
―
13
の

写
真
を
掲
載
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

（
35
）

た
だ
、
不
可
解
な
こ

と
に
、
同
書
の
鼻
切
り
行
為
に
関
す
る
史
料
一
覧
四
点
に
は
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取

状
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
さ
ら
に
、「
例
え
ば
黒
田
長
政
軍
で
あ
る
が
、
鼻
や

耳
を
斬
り
と
っ
て
日
本
に
送
っ
た
と
の
記
録
は
あ
っ
て
も
数
字
は
な
く
、
首
級
に

つ
い
て
も
数
字
が
な
い
」
と
述
べ
、『
黒
田
家
譜
』
の
稷
山
の
戦
い
に
関
す
る
部
分

を
引
用
し
た
の
ち
、「
こ
の
よ
う
に
首
数
夥
し
と
は
い
っ
て
も
数
字
が
出
て
い
な
い

の
で
、
検
討
の
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
36
）

結
局
の

と
こ
ろ
、
琴
氏
の
研
究
に
お
い
て
も
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
へ
の
言
及
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
武
谷
論
文
の
発
表
か
ら
お
よ
そ
八
〇
年
の
間
、
黒
田

長
政
宛
鼻
請
取
状
の
存
在
は
忘
却
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
存
在

が
い
わ
ば
再
発
見
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
〇
年
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
丸
山
雍
成
氏
は
二
〇
〇
〇
年
に
発
表
し
た
論
文
で
、「
こ
れ
ま
で
、
黒
田
軍
に
つ

い
て
は
「
鼻
や
耳
を
切
り

（
マ
マ
）

と
っ
て
日
本
に
送
っ
た
と
の
記
録
は
あ
っ
て
も
数
字
は

な
く
、
首
級
に
つ
い
て
も
数
字
が
な
い
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
新
史
料
の

公
開
に
よ
っ
て
修
訂
の
要
が
生
じ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
史
料
Ａ
―
１
～
13
の
内

容
を
ま
と
め
た
「
慶
長
２
年
８
・
９
月
、
黒
田
長
政
軍
の
首
・
鼻
獲
得
数
」
と
題

明
軍
、

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

一
〇



す
る
「
表
１
」
お
よ
び
史
料
Ａ
―
１
・
２
・
12
・
13
の
釈
文
を
掲
げ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
丸
山
氏
は
同
論
文
で
「
こ
の
新
史
料
の
出
現
に
よ
り
、
か
つ
て
の
藤
木
久

志
氏
の
「
一
五
九
七
年
の
鼻
請
取
状
」
一
覧
を
補
訂
」
し
、「
慶
長
２
年
８
～
10
月
、

朝
鮮
人
鼻
請
取
数
一
覧
」
を
「
表
２
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。

（
37
）

　
こ
の
丸
山
氏
に
よ
る
再
発
見
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
二
〇
〇
二
年

に
発
表
さ
れ
た
北
島
万
次
『
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
に
は
史
料
Ａ
―
１
～
13
の
写
真

と
こ
れ
ら
の
読
下
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
読
下
文
に
は
地
名
・
人
名
に
関
す
る

注
記
も
付
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）

し
か
し
な
が
ら
、
本
文
に
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
記
述
は

な
い
。
た
だ
、「
大
名
家
の
鼻
請
取
状
」
な
る
頭
註
で
は
、「
現
存
す
る
鼻
請
取
状

に
よ
れ
ば
、
吉
川
広
家
が
総
計
一
万
八
三
五
〇
、
鍋
島
勝
茂
が
総
計
五
〇
四
四
、

黒
田
長
政
が
総
計
五
四
八
七
で
あ
る
。
他
の
諸
大
名
家
の
文
書
に
は
鼻
切
り
に
つ

い
て
の
感
状
は
あ
っ
て
も
、
請
取
状
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
鼻
切
り
全
体
の
数
は
明

ら
か
で
な
い
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）

　
丸
山
論
文
に
接
し
た
の
は
―
つ
ま
り
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
存
在
を
知
っ
た

の
は
―
、
別
稿
謹
呈
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
ご
恵
与
い
た
だ
い
た
二
〇
〇
五
年
五

月
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
な
お
、
正
確
な
年
月
日
は
失
念
し
た
が
、
そ
の
後
ほ
ど
な

く
武
谷
論
文
に
接
し
た
と
記
憶
し
て
い
る
）。
ま
た
、
北
島
著
書
に
接
し
た
の
は
、

購
入
し
た
二
〇
〇
七
年
八
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
発
表
か
ら
四

年
半
ほ
ど
、
後
者
に
つ
い
て
は
発
表
か
ら
五
年
ほ
ど
が
経
過
し
て
い
た
。
こ
れ
ら

を
ふ
ま
え
ず
、
ゆ
え
に
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
を
検
討
せ
ず
に
別
稿
を
二
〇
〇
四

年
に
執
筆
し
て
し
ま
っ
た
調
べ
の
あ
ま
さ
は
反
省
し
て
い
る
。
冒
頭
で
も
触
れ
た

よ
う
に
こ
の
反
省
が
本
稿
執
筆
の
動
機
の
一
つ
で
あ
る
が
、
た
だ
、
黒
田
長
政
宛

鼻
請
取
状
に
関
す
る
無
知
は
研
究
史
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
も
い
え
る
。
な
ぜ
な

ら
、「
新
史
料
」
な
る
表
現
を
丸
山
論
文
が
と
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
参
考
と

し
た
先
行
研
究
も
ま
た
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
存
在
を
看
過
し
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
朝
鮮
出
兵
に
関
す
る
研
究
を
牽
引
し
て
き
た
北
島
氏
に
し
て
も
、

前
掲
の
『
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
に
い
た
る
ま
で
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
存

在
に
関
す
る
発
言
は
管
見
の
限
り
で
は
み
ら
れ
な
い
。
同
書
に
も
鼻
切
り
に
関
す

る
参
考
文
献
と
し
て
前
掲
の
琴
秉
洞
氏
の
著
書
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

（
40
）

前

記
の
よ
う
な
研
究
史
に
北
島
氏
の
研
究
さ
え
も
規
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

丸
山
・
北
島
の
両
氏
す
ら
武
谷
論
文
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
が
示
す
よ
う
に
黒

田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
研
究
史
に
は
断
絶
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
研
究

状
況
を
指
摘
し
て
弁
明
と
し
た
い
。
そ
し
て
、
あ
ら
た
め
て
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請

取
状
の
存
在
を
学
界
に
紹
介
し
た
初
の
研
究
と
し
て
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
は
あ
く

ま
で
武
谷
論
文
が
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
本
章
で
は
、
別
稿
発
表
以
前
に
お
け
る
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
関
す
る
諸
研

究
を
整
理
し
て
き
た
が
、
別
稿
発
表
以
降
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
中
野
等
氏

の
研
究
が
存
在
す
る
。
二
〇
〇
六
年
に
発
表
さ
れ
た
著
書
で
は
、
史
料
Ａ
―
２
の

読
下
文
が
「
目
付
発
給
の
首
・
鼻
数
の
請
取
証
文
」
の
一
例
と
し
て
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

（
41
）

ま
た
、
二
〇
〇
八
年
に
発
表
さ
れ
た
著
書
で
は
、
史
料
Ａ
―
１
～
13
に
関

す
る
日
付
・
発
給
者
・
地
名
・
鼻
数
を
整
理
し
た
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
42
）

前
者

で
は
「
通
史
的
叙
述
に
依
存
し
た
箇
所
は
少
な
く
な
い
」
著
書
の
一
つ
と
し
て
、

後
者
で
は
参
考
文
献
の
一
つ
と
し
て
、
前
掲
の
北
島
氏
の
『
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
43
）

よ
っ
て
、
両
者
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の

高
知
大
学
人
文
学
部
人
間
文
化
学
科
・
人
文
科
学
研
究

第
17
号

一
一



北
島
著
書
と
の
間
に
は
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
関
す
る
研
究
史
的
な
連
続
性
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
他
の
鼻
請
取
状
や
別
稿
に
お
い
て
検

討
し
た
史
料
と
も
関
連
す
る
傾
聴
す
べ
き
指
摘
が
両
者
に
は
み
ら
れ
る
の
で
、
黒

田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
史
料
的
意
義
を
論
じ
て
ゆ
く
次
章
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に

す
る
。
な
お
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
所
見
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
指
摘

が
一
九
九
二
年
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
鼻
請
取
状
の
残
存
状
況
と
も
関
連
す

る
の
で
行
論
の
都
合
上
、
こ
れ
も
次
章
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
四
　
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
史
料
的
意
義

　
本
章
で
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
史
料
的
意
義
に
つ
い
て
、
他
の
鼻
請
取

状
や
別
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
史
料
、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
関
す
る
諸
研
究
を
ふ
ま

え
て
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。

　
ま
ず
、
本
章
で
提
示
す
る
四
つ
の
表
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
表
１
は
第

一
章
で
掲
げ
た
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
月
日
・
発
給
者
に
関
す
る
情
報
を
整
理

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
表
２
・
表
３
・
表
４
は
そ
れ
ぞ
れ
第
二
章
で
掲
げ
た

吉
川
広
家
宛
・
鍋
島
勝
茂
宛
・
藤
堂
高
虎
宛
の
鼻
請
取
状
の
月
日
・
発
給
者
・
出

典
等
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
表
か
ら
一
目
瞭
然
と
な
る
の
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
数
的
な

優
位
で
あ
る
。
吉
川
広
家
宛
は
九
通
、
鍋
島
勝
茂
宛
は
五
通
、
藤
堂
高
虎
宛
は
二

通
で
あ
る
の
に
対
し
、
黒
田
長
政
宛
は
一
二
通
で
あ
る
。
黒
田
長
政
宛
は
受
給
者

別
で
い
う
と

多
数
で
あ
り
、
ま
た
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
鼻
請
取
状
の
う
ち
約

四
割
強
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
残
存
数
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う

が
、
月
日
欄
が
示
す
よ
う
に
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
Ａ
―
１
は
鼻
請
取
状
の
初

見
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
じ
つ
は
、
鼻
請
取
状
の
発
給
期
間
に
関
し
て
は
す

で
に
一
九
九
二
年
の
段
階
で
山
室
恭
子
氏
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
た
。

（
44
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
な
ま
な
ま
し
い
鼻
請
取
状
群
を
眺
め
て
い
る
と
、
ひ
と

つ
の
奇
妙
な
事
実
に
気
づ
く
。
出
さ
れ
た
時
期
が
ご
く
短
い
期
間
に
集
中
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
二
十
一
通
の
う
ち
も
っ
と
も
早
い
も
の
が
慶
長
二
年
（
一

五
九
七
）
八
月
十
六
日
、
遅
い
も
の
が
同
年
の
十
月
九
日
と
わ
ず
か
二
カ
月

足
ら
ず
の
間
に
固
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
の
指
摘
は
、
表
１
～
４
か
ら
す
る
と
黒
田
長
政
宛
の
Ａ
―
１
と
吉
川
広
家
宛

の
Ｂ
―
９
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
現
在
二
十
一
通
ほ
ど
そ
の

存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
そ
の
数
値
は
Ａ
・
Ｂ
の
文
書
数
の

和
と
一
致
す
る
。
実
際
、
山
室
氏
が
右
の
引
用
部
分
の
前
で
言
及
し
て
い
る
「
一

万
四
十
個
な
ど
と
想
像
す
る
だ
け
で
胸
の
悪
く
な
る
よ
う
な
数
値
」
は
Ｂ
―
８
の

記
載
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、「「
昨
日
と
今
日
の
分
の
鼻
二
百
六
十

四
個
を
受
け
取
り
ま
し
た
」
と
か
「
今
日
の
分
百
七
十
個
を
受
け
取
り
ま
し
た
」

と
い
っ
た
文
面
」
は
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
―
２
・
３
の
記
載
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。
よ
っ

て
、
山
室
氏
が
把
握
し
て
い
た
鼻
請
取
状
の
総
数
二
一
は
Ａ
・
Ｂ
の
文
書
数
の
和

と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
武
谷
論
文
と
の
関
係
も
不
明
で
は
あ

る
が
、
鼻
請
取
状
の
初
見
を
八
月
一
六
日
と
す
る
指
摘
が
Ａ
―
１
に
依
拠
し
て
い

る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
鼻
請
取
状
発
給
期
間
の
現
時
点
に

お
け
る
上
限
を
画
す
る
事
例
を
含
む
点
で
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
が
重
視
さ
れ
る

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

一
二



表１　黒田長政宛鼻請取状

史　料 月/日 熊谷直盛 垣見一直 早川長政 竹中隆重 太田一吉 毛利友重

Ａ―１ ８月16日 ○ ○ ○

Ａ―２ ８月17日 ○ ○ ○

Ａ―３ ８月22日 ○ ○ ○

Ａ―４ ９月５日 ○

Ａ―５ ９月７日 ○ ○

Ａ－６ ９月13日 ○

Ａ－７ ９月14日 ○

Ａ―８ ９月15日 ○

Ａ－９ ９月17日 ○

Ａ－10 ９月17日 ○

Ａ－11 ９月19日 ○

Ａ―12 ９月29日 ○

　※○印は発給者であることを示す。

表２　吉川広家宛鼻請取状

史　料 月/日 熊谷直盛 垣見一直 早川長政 竹中隆重 太田一吉 毛利友重 出典

Ｂ-１ ９月１日 ○ 『吉』716

Ｂ-２ ９月４日 ○ 『吉』717

Ｂ-３ ９月７日 ○ 『吉』718

Ｂ-４ ９月９日 ○ 『吉』719

Ｂ-５ ９月11日 ○ 『吉』720

Ｂ-６ ９月17日 ○ 『吉』721

Ｂ-７ ９月21日 ○ ○ ○ 『吉』138

Ｂ-８ ９月26日 ○ ○ ○ 『吉』722

Ｂ-９ 10月９日 ○ 『吉』139

　※○印は発給者であることを示す。
　　　『吉』は『大日本古文書吉川家文書』、算用数字は同書の文書番号。

表３　鍋島勝茂宛鼻請取状

史　料 月/日 熊谷直盛 垣見一直 早川長政 竹中隆重 太田一吉 毛利友重 出典 備考

Ｃ-１ ８月21日 ○ ○ ○ 「大」 『鍋』115

Ｃ-２ ８月25日 ○ ○ ○ 「名」 『鍋』116

Ｃ-３ ８月27日 ○ ○ ○ 「名」 『鍋』117

Ｃ-４ ９月13日 ○ 「鍋」 『鍋』118

Ｃ-５ 10月１日 ○ ○ ○ 「大」 『鍋』121

　※○印は発給者であることを示す。
　　　「大」は東京大学史料編纂所架蔵写真帳「大阪城天守閣所蔵文書」。
　　　「名」は佐賀県立名護屋城博物館所蔵文書。
　　　「鍋」は東京大学史料編纂所架蔵影写本「鍋島文書」。
　　　『鍋』は『佐賀県史料集成古文書編第三巻』（佐賀県立図書館、1958年）所収『鍋島家文書』、算用
　　　数字は同書の文書番号。

表４　藤堂高虎宛鼻請取状

史　料 月/日 熊谷直盛 垣見一直 早川長政 竹中隆重 太田一吉 毛利友重 出典

Ｄ-１ ８月26日 ○ ○ ○ 『高』108

Ｄ-２ ８月27日 ○ ○ ○ 『高』109

　※○印は発給者であることを示す。
　　 『高』は『高山公実録上巻』（清文堂、1998年）、算用数字は同書の掲載開始頁。
　　 いずれも写である。
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こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
重
視
さ
れ
る
点
は
、
こ
れ
も
や
は
り
残
存
数
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

発
給
者
の
顔
ぶ
れ
の
多
彩
さ
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
鼻
請
取
状
の
発
給
者
と

し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
先
手
」
の
軍
目
付
で
あ
っ
た
熊
谷
直
盛
・
垣
見
一

直
・
早
川
長
政
・
竹
中
隆
重
・
太
田
一
吉
・
毛
利
友
重
の
六
名
で
あ
る
。
表
２
～

４
が
示
す
よ
う
に
、
吉
川
広
家
・
鍋
島
勝
茂
宛
の
場
合
は
熊
谷
直
盛
・
垣
見
一
直
・

早
川
長
政
の
計
三
名
、
藤
堂
高
虎
宛
の
場
合
は
竹
中
隆
重
・
太
田
一
吉
・
毛
利
友

重
の
計
三
名
が
そ
れ
ぞ
れ
発
給
者
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
黒
田

長
政
宛
の
場
合
に
は
、
熊
谷
直
盛
・
垣
見
一
直
・
早
川
長
政
・
竹
中
隆
重
・
太
田

一
吉
と
じ
つ
に
五
名
の
発
給
者
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
内
容
で
注
目
さ
れ
る
の
は
地
名
で
あ
る
。
地

名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
鼻
請
取
状
は
Ａ
―
１
・
５
・
６
・
10
・
11
・
12
、
Ｂ
―
７
・

８
、
Ｃ
―
５
の
計
９
通
が
確
認
さ
れ
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
だ
け
で
３
分
の
２

を
占
め
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
史
料
Ａ
―
５
に
は
「
稷
山
」
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
所
見
に
着

目
す
れ
ば
慶
長
の
役
の
戦
局
に
対
す
る
理
解
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
稷

山
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、「
黒
田
長
政
に
と
っ
て
は
悪
夢
の
よ
う
な
稷
山
戦
闘
」
で
、

明
軍
が
日
本
側
の
「
漢
城
再
占
領
の
戦
略
的
野
望
を
打
ち
砕
い
た
効
果
は
絶
大
」

で
あ
り
、
日
本
側
の
軍
事
行
動
が
消
極
的
と
な
っ
た
一
契
機
と
す
る
説
が
あ
っ
た
。

（
45
）

し
か
し
、
黒
田
勢
は
敗
北
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
戦
い
を
慶
長
の

役
に
お
け
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
右
の
よ
う
な
説
を
疑
問
視
す
る
見
解

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）

こ
う
し
た
戦
い
に
関
す
る
評
価
の
相
違
に
つ
い
て
、
中
野

等
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

（
47
）

　
　
結
果
と
し
て
こ
の
会
戦
に
は
決
定
的
な
勝
者
が
存
在
し
な
い
た
め
、
当
事
者

が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
軍
の
勝
利
を
喧
伝
す
る
こ
と
に
な
る
。
黒
田
・
毛
利
勢
と

し
て
は
敵
の
軍
勢
を
後
退
さ
せ
京
畿
道
へ
の
侵
攻
を
果
た
し
た
と
い
う
点
で

重
要
な
意
味
が
あ
り
、
明
・
朝
鮮
側
は
こ
の
会
戦
で
戦
果
を
あ
げ
た
こ
と
に

よ
っ
て
漢
城
侵
攻
の
企
て
を
挫
く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
説
得
的
な
説
明
で
あ
り
、
別
稿
で
検
討
し
た
次
の
連
署
状
か
ら
は
長
政
側
が
「
自

軍
の
勝
利
を
喧
伝
」
し
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
史
料
Ｆ
　

（
48
）

　
　
十
月
十
一
日
御
注
進
状
披
露
申
候
処
、
能
々
被
聞
召
届
、
被
成
　
御
朱
印
候
、

奥
郡
忠
清
道
内
天
安
郡
迄
被
相
動
候
処
、
大
明
人
稷
山
相
拘
在
之
付
而
、
先

へ
相
越
候
、
乱
妨
者
共
追
立
来
候
付
而
、
則
其
方
先
手
衆
取
合
追
崩
、
少
々

被
討
捕
由
候
、
依
之
右
之
城
へ
も
不
取
入
、
大
明
人
都
の
こ
と
く
令
敗
北
由
、

是
又
委
曲
令
披
露
候
、
然
者
御
請
方
之
郡
々
無
残
所
被
相
動
、
梁
山
へ
被
打

入
、
御
城
所
被
見
立
、
中
国
衆
・
筑
前
中
納
言

（

小

早

川

秀

秋

）

殿
御
人
数
に
て
御
普
請
被
仰

付
、
過
半
出
来
之
由
、
尤
思
召
候
、
其
方
儀
、
能
々
御
有
付
肝
要
候
、
此
方

御
前
珍
敷
儀
無
之
候
、
御
両
殿
様

（
秀
吉
・
秀
頼
）

一
段
御
息
災
候
間
、
可
御
心
安
候
、
猶
追

而
可
申
承
候
、
恐
々
謹
言
、

長
大
　
　
　
　
　
　

十
二
月
八
日

正
家
（
花
押
）

増
右
　
　
　
　
　
　

長
盛
（
花
押
）

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

一
四



石
治
　
　
　
　
　
　

三
成
（
花
押
）

徳
善
　
　
　
　
　
　

玄
以
（
花
押
）

黒
田
甲
斐
守

（

長

政

）

殿
御
返
報

　
こ
の
連
署
状
の
前
半
部
分
が
示
す
よ
う
に
、
長
政
ら
は
忠
清
道
天
安
に
侵
攻
し
、

九
月
七
日
に
稷
山
で
明
軍
と
交
戦
し
た
。
稷
山
の
戦
い
に
関
す
る
記
述
の
う
ち
、

「
少
々
」
は
史
料
Ａ
―
５
の
「
八
拾
五
」（
史
料
Ａ
―
13
の
「
八
拾
五
」）、「
大
明

人
」
は
史
料
Ａ
―
５
の
「
か
く
な
ミ
」（
史
料
Ａ
―
13
の
「
漢
南
人
」）
に
対
応
す

る
。

（
49
）

長
政
は
「
大
明
人
」
の
「
敗
北
」
つ
ま
り
「
自
軍
の
勝
利
」
を
喧
伝
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
勝
利
」
は
日
本
国
内
に
い
た
秀
吉
に
も
披
露
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
勝
利
」
に
つ
い
て
、
武
谷
論
文
は
つ
と
に
指
摘
し
て
い
た
。『
黒
田
家

譜
』
の
記
述
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
の
で
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
史

料
Ａ
―
５
に
も
依
拠
し
て
星
野
説
を
否
定
し
、
他
の
戦
闘
と
同
様
に
鼻
切
り
が
実

施
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
か
ら
こ
そ
、
稷
山
の
戦
い
に
お
け
る
長
政
の
「
勝

利
」
を
指
摘
し
え
た
の
で
あ
る
。

（
50
）

　
史
料
Ａ
―
６
・
10
・
11
・
12
に
も
そ
れ
ぞ
れ
「
清
安
」・「
青
山
」・「
開
寧
」・「
玄

風
」
と
地
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
中
野
氏
は
こ
れ
ら
に
着
目
し
て
「
慶
尚
道
梁

山
方
面
へ
移
動
す
る
黒
田
長
政
は
ほ
ぼ
連
日
の
よ
う
に
鼻
の
請
け
取
り
証
文
を
受

け
て
い
る
。
行
く
先
々
で
山
入
り
な
ど
を
し
て
掃
討
戦
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

（
51
）

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
記
載
さ
れ
た
地
名
か
ら
は
、
こ
う

し
た
黒
田
勢
の
軍
事
行
動
も
ま
た
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
戦
局
に
対
す
る
理
解
の
深
化
や
軍
事
行
動
の
解
明
に
つ
な
が
る

地
名
の
記
載
に
も
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
史
料
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
地
名
以
外
で
は
、
史
料
Ａ
―
２
の
「
金
海
上
官
」
の
よ
う
な
文
言
も
重
視
さ
れ

る
。
こ
の
「
金
海
上
官
」
に
つ
い
て
も
や
は
り
別
稿
で
検
討
し
た
史
料
を
掲
げ
て
、

こ
れ
に
関
す
る
中
野
氏
の
指
摘
を
み
て
お
こ
う
。

　
史
料
Ｇ
　

（
52
）

　
　
八
月
十
七
日
注
進
状
并
絵
図
到
来
、
加
披
見
候
、
赤
国
与

（
全
羅
道
）

白
国
之

（
慶
尚
道
）

堺
、
安
陰

郡
之
内
、
黄
石
山
之
城
、
金
海
上
官
相
拘
候
処
、
仕
寄
申
付
、
八
月
十
六
日

夜
、
責
崩
、
彼
上
官
首
、
黒
田
甲
斐
守

（

長

政

）

手
へ
討
捕
、
其
外
、
於
城
中
三
百
五

十
三
、
并
谷
々

（
各
々
カ
）

つ
き
崩
候
処
、
於
手
前
数
千
人
切
捨
候
由
、
粉
骨
之
至
神
妙

ニ
被
思
召
候
、
弥
先
々
動
之
儀
、
左
手
之
衆
申
談
、
不
可
有
由
断
候
、
猶

徳
善
院

（
前
田
玄
以
）

・
増
田
右
衛
門
尉

（
　
長
　
盛
　
）

・
石
田
治
部
少
輔

（
　
三
　
成
　
）

・
長
束
大
蔵
大
輔

（
　
正
　
家
　
）

可
申
候
也
、

九
月
廿
二
日
　
御
朱
印

羽
柴
安
芸
宰
相

(

毛
　

利
　

秀

　
元

)

と
の
へ

羽
柴
土
佐
侍
従

（

長

宗

我

部

元

親

）

と
の
へ

同

侍

従

（
長
宗
我
部
盛
親
）

　
　
と
の
へ

羽
柴
吉
川
侍
従

（
広
家
）

と
の
へ

安
国
寺

（

恵

瓊

）

鍋
島
加
賀
守

（

直

茂

）

　
と
の
へ

同
信
濃
守

（

勝

茂

）

　
　
と
の
へ
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池
田
伊
与
守

（

秀

雄

）

　
と
の
へ

中
川
修
理
大
夫

（
　
秀
　
成
　
）

と
の
へ

黒
田
甲
斐
守

（

長

政

）

　
と
の
へ

加
藤
主
計
頭

（

清

正

）

　
と
の
へ

早
川
主
馬
頭

（

長

政

）

　
と
の
へ

垣
見
和
泉
守

（

一

直

）

　
と
の
へ

熊
谷
内
蔵
丞

（

直

盛

）

　
と
の
へ

　
こ
れ
は
八
月
一
四
～
一
六
日
の
黄
石
山
の
戦
い
に
つ
い
て
報
じ
た
注
進
状
・
絵

図
を
披
見
し
て
秀
吉
が
発
給
し
た
朱
印
状
の
写
で
あ
り
、
宛
所
の
諸
将
が
右
軍
と

し
て
ま
と
ま
っ
て
行
動
し
て
い
た
。

（
53
）

中
野
氏
は
こ
の
史
料
Ｇ
に
つ
い
て
、「
こ
こ
で

は
諸
勢
の
軍
功
が
一
括
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
の
現
場
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
に
対

し
て
、
目
付
発
給
の
首
・
鼻
数
の
請
取
証
文
が
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
」
と
指
摘
し
、「
黄
石
山
城
を
守
っ
て
い
た
「
金
海
上
官
」
の
首
級
を
挙
げ
た
と

し
て
、
本
文
中
に
も
そ
の
名
が
登
場
す
る
黒
田
長
政
の
場
合
を
見
て
み
る
と
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
証
文
を
受
け
て
い
る
」
と
説
明
し
て
史
料
Ａ
―
２
を
掲
げ
た
の
ち
、

「
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
は
、
右
軍
に
従
っ
た
目
付
衆
発
給
の
証
文
を
請

け
て
い
た
。
既
述
し
た
左
軍
の
南
原
攻
略
戦
も
同
様
の
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
黄
石
山
城
合
戦
の
場
合
は
各
大
名
ご
と
の
明
細
の
よ
う
な
も
の
が

送
達
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
一
括
し
た
感
状
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
。

（
54
）

　
南
原
城
攻
略
の
報
に
接
し
て
秀
吉
が
発
給
し
た
朱
印
状
は
島
津
義
弘
・
同
忠
恒

宛
、
同
豊
久
宛
、
加
藤
嘉
明
宛
、
藤
堂
高
虎
宛
、
来
島
通
総
宛
な
ど
が
存
在
す
る

が
、
こ
こ
で
は
藤
堂
高
虎
宛
の
そ
れ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
史
料
Ｈ
　

（
55
）

　
　
八
月
十
六
日
之
注
進
状
被
加
披
見
候
、
赤
国
之
内
南
原
之
城
大
明
人
楯
籠
ニ

付
而
、
去
十
三
日
ニ
取
巻
、
致
仕
寄
を
、
同
十
五
日
之
夜
責
崩
、
其
方
手
前

首
数
弐
百
六
十
九
討
捕
之
旨
候
、
即
鼻
到
来
候
、
粉
骨
之
至
候
、

前
番
船

伐
捕
、
度
々
手
柄
無
比
類
候
、
弥
先
々
動
之
儀
、
各
申
談
、
丈
夫
ニ
可
申
付

事
肝
要
候
、
猶
増
田
右
衛
門
尉

（
　
長
　
盛
　
）

・
長
束
大
蔵
大
輔

（
　
正
　
家
　
）

・
徳
善
院

（
前
田
玄
以
）

・
石
田
治
部
少
輔

（
　
三
　
成
　
）

可
申
候
也
、

九
月
十
三
日
　
○
（
秀
吉
朱
印
）

藤
堂
佐
渡
守

（

高

虎

）

と
の
へ

　
中
野
氏
の
推
論
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
南
原
城
攻
略
の
注
進
に
さ
い
し
て
は
「
各

大
名
ご
と
の
明
細
の
よ
う
な
も
の
が
送
達
」
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
右

の
史
料
Ｈ
の
内
容
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、「
首
数
弐
百
六
十
九
討
捕
之
旨
」
と

切
り
取
っ
た
鼻
数
を
記
載
し
た
文
書
が
送
達
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ら
ば
、

南
原
城
攻
略
に
関
す
る
藤
堂
高
虎
宛
鼻
請
取
状
が
発
給
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
高
虎
宛
鼻
請
取
状
の
Ｄ
―
１
・
２
は
月
日
お
よ
び
鼻
数
か
ら
し

て
い
ず
れ
も
南
原
城
攻
略
の
際
の
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

「
金
海
上
官
」
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
り
史
料
Ｇ
つ
ま
り
は
黄
石
山
の
戦
い
と
の

揺
る
ぎ
な
い
対
応
関
係
が
判
明
す
る
史
料
Ａ
―
２
は
希
有
の
鼻
請
取
状
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
事
例
を
ふ
ま
え
て
こ
そ
、
史
料
Ｈ
に
対
応
す
る
藤
堂
高
虎
宛
の
鼻

請
取
状
が
、
さ
ら
に
史
料
Ｇ
の
宛
所
の
諸
将
宛
の
鼻
請
取
状
が
存
在
す
る
、
あ
る

い
は
存
在
し
た
は
ず
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

一
六



　
以
上
の
よ
う
に
、
地
名
な
ど
を
記
載
さ
れ
た
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
は
他
の
史

料
と
あ
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
分
析
は
個
々
の
戦
い
の
様

相
や
戦
局
だ
け
で
な
く
、
中
野
氏
が
推
論
を
加
え
て
い
る
軍
目
付
を
介
し
た
論
功

行
賞
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取

状
が
地
名
な
ど
の
記
載
に
比
較
的
富
ん
で
い
る
こ
と
も
、
そ
の
史
料
的
意
義
と
し

て
看
取
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
を
紹
介
し
、
関
連
す
る
諸
研
究
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
こ
れ
ら
が
有
す
る
史
料
的
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

後
に
、
そ
の

史
料
的
意
義
の
う
ち
で
も
発
給
者
の
顔
ぶ
れ
の
多
彩
さ
お
よ
び
地
名
な
ど
の
記
載

に
比
較
的
富
ん
で
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
着
目
し
て
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ

て
お
き
た
い
。

　
鼻
請
取
状
は
鼻
を
査
収
し
た
軍
目
付
が
そ
の
証
明
の
た
め
に
諸
将
宛
に
発
給
す

る
文
書
で
あ
る
か
ら
、
発
給
者
で
あ
る
軍
目
付
と
受
給
者
で
あ
る
諸
将
は
い
わ
ゆ

る
左
軍
・
右
軍
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
の
部
隊
編
成
に
お
い
て
は
同
じ
部
隊
に
属
し

て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
同
一
人
物
を
受
給
者
と
す
る
鼻

請
取
状
の
発
給
者
の
変
化
は
部
隊
の
編
成
替
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ

ま
り
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
発
給
者
の
顔
ぶ
れ
が
多
彩
で
あ
る
の
は
、
長
政

が
所
属
す
る
部
隊
の
編
成
替
が
何
度
か
あ
り
、
そ
れ
と
連
動
し
て
い
る
た
め
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
仮
説
は
、
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
が
地
名
な
ど
の
記
載

に
富
ん
で
お
り
、
ま
た
別
稿
に
よ
り
慶
長
の
役
に
お
け
る
黒
田
勢
の
動
向
が
ほ
ぼ

明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
で
検
証
し
う
る
と
予
想
さ
れ
る
。
も
し
、
こ
の
仮
説
の

妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
日
本
側
諸
将
の
動
向
の
解
明
は
大
き
く
進
展
す

る
。
例
え
ば
、
軍
目
付
の
軍
事
行
動
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
軍
目
付
が

発
給
し
た
鼻
請
取
状
を
受
給
し
た
大
名
の
軍
事
行
動
が
明
ら
か
と
な
り
、
逆
に
鼻

請
取
状
を
受
給
し
た
大
名
の
軍
事
行
動
が
判
明
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
を
発
給

し
た
軍
目
付
の
軍
事
行
動
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
鼻
請
取
状
を
発
給
し
た

軍
目
付
は
六
名
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
消
去
法
も
有
効
に
機
能
す
る
で

あ
ろ
う
。

　
黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
の
様
々
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
引
き
出
し
つ
つ
、
右
の
仮

説
を
検
証
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
か
つ
て
そ
の
存
在
を
看
過
し
て
し
ま
っ
た
者
に
課

さ
れ
た
宿
題
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
擱
筆
し
た
い
。

註（
１
）
北
島
万
次
『
豊
臣
政
権
の
対
外
認
識
と
朝
鮮
侵
略
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九

〇
年
）、
中
野
等
「
文
禄
の
役
に
お
け
る
立
花
宗
茂
の
動
向
」（『
日
本
歴
史
』

第
五
九
七
号
、
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
2
）
こ
の
点
に
か
か
わ
る
主
要
な
拙
稿
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
慶
長
の
役

（
丁
酉
再
乱
）
に
お
け
る
長
宗
我
部
元
親
の
動
向
」（
黒
田
慶
一
編
『
韓
国
の

倭
城
と
壬
辰
倭
乱
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）。「
慶
長
の
役
に
お
け
る
黒

田
長
政
の
動
向
」（『
海
南
史
学
』
第
四
二
号
、
二
〇
〇
四
年
）。「
慶
長
の
役

高
知
大
学
人
文
学
部
人
間
文
化
学
科
・
人
文
科
学
研
究

第
17
号

一
七



に
お
け
る
鍋
島
氏
の
動
向
」（『
織
豊
期
研
究
』
第
八
号
、
二
〇
〇
六
年
）。「
朝

鮮
出
兵
と
西
国
大
名
」（
佐
藤
信
・
藤
田
覚
編
『
前
近
代
の
日
本
列
島
と
朝
鮮

半
島
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）。「
慶
長
の
役
に
お
け
る
「
四
国
衆
」」

（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
歴
史
に
見
る
四
国
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
3
）
註
（
２
）。

（
4
）
拙
稿
「
軍
目
付
垣
見
一
直
と
長
宗
我
部
元
親
」（
高
知
大
学
人
文
学
部
人
間

文
化
学
科
『
人
文
科
学
研
究
』
第
一
六
号
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
参
照
。
な

お
、
軍
目
付
に
関
し
て
は
「
目
付
」「
横
目
」「
奉
行
」
な
ど
様
々
な
呼
称
が

史
料
上
確
認
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
前
掲
北
島
『
豊
臣
政
権
の
対
外
認
識
と

朝
鮮
侵
略
』、
北
島
万
次
『
朝
鮮
日
々
記
・
高
麗
日
記
』（
そ
し
え
て
、
一
九

八
二
年
）、
同
『
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）

な
ど
の
研
究
に
な
ら
い
軍
目
付
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
5
）『
大
日
本
古
文
書
島
津
家
文
書
』
四
〇
二
号
な
ど
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て

使
用
す
る
軍
目
付
の
実
名
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
慶
長
の
役
に
お
け
る
軍
目
付

の
実
名
に
つ
い
て
」（『
ぐ
ん
し
ょ
』
再
刊
第
五
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
6
）
慶
長
二
年
五
月
二
四
日
付
福
原
長
堯
宛
秀
吉
朱
印
状
写
（
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
架
蔵
レ
ク
チ
グ
ラ
フ
「
成
簣
堂
古
文
書
」）。

（
7
）
財
団
法
人
秋
月
郷
土
館
に
お
け
る
調
査
（
閲
覧
・
撮
影
）
に
際
し
て
は
同

館
の
加
峰
満
氏
と
渡
邊
俊
二
氏
よ
り
ご
高
配
を
賜
っ
た
。

（
8
）
第
三
章
で
も
言
及
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
釈
文
ま
た
は
読
下
文
が
以
下

の
研
究
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
武
谷
水
城
「
旧
秋
月
藩
主
黒
田
家
の
古
文
書

と
鼻
塚
」（『
筑
紫
史
談
』
第
一
六
集
、
一
九
一
八
年
）
に
は
Ａ
―
１
・
２
の

釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
丸
山
雍
成
「
唐
津
街
道
と
耳
塚
・
鼻
切

り
」（『
交
通
史
研
究
』
第
四
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
史
料
Ａ
―
１
・
２
・

12
・
13
の
釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
北
島
万
次
『
秀
吉
の
朝
鮮

侵
略
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
で
は
史
料
Ａ
―
１
～
13
の
写
真
が
八

二
頁
、
読
下
文
が
八
三
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
野
等
『
秀
吉
の

軍
令
と
大
陸
侵
攻
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
三
一
四
～
三
一
五
頁
に

は
史
料
Ａ
―
２
の
読
下
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
前
掲
丸
山
論
文
、

中
野
等
『
戦
争
の
日
本
史
16
文
禄
・
慶
長
の
役
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八

年
、
以
下
『
文
禄
・
慶
長
の
役
』
と
略
）
二
〇
四
頁
に
は
史
料
Ａ
―
１
～
13

の
日
付
・
発
給
者
・
地
名
・
鼻
数
を
整
理
し
た
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
に
掲
げ
た
釈
文
は
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
掲
載
さ
れ
た
釈
文
・
読
下
文
・

表
等
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
前
記
の
調
査
を
ふ
ま

え
て
作
成
し
て
い
る
の
で
、
逐
一
の
指
摘
は
避
け
る
が
、
前
者
に
は
後
者
の

字
句
を
修
正
し
た
箇
所
も
若
干
存
在
す
る
。

（
9
）
藤
木
久
志
「
朝
鮮
侵
略
」（
佐
々
木
潤
之
介
編
『
日
本
民
衆
の
歴
史
３
天
下

統
一
と
民
衆
』
三
省
堂
、
一
九
七
四
年
）、
同
『
日
本
の
歴
史
第
15
巻
織
田
・

豊
臣
政
権
』（
小
学
館
、
一
九
七
五
年
）、
琴
秉
洞
『
耳
塚
（
増
補
改
訂
）』（
総

和
社
、
一
九
九
四
年
、
初
版
は
一
九
七
八
年
）。

（
10
）
前
掲
北
島
『
朝
鮮
日
々
記
・
高
麗
日
記
』
三
〇
一
～
三
〇
六
頁
。

（
11
）
史
料
Ｃ
―
１
・
５
に
関
し
て
は
、
後
述
の
ご
と
く
前
掲
北
島
『
豊
臣
秀
吉

の
朝
鮮
侵
略
』
一
九
七
～
一
九
九
頁
も
参
考
し
て
い
る
。

（
12
）『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
七
一
六
号
。
こ
の
七
一
六
号
の
押
紙
に
記

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

一
八



載
さ
れ
た
「
鼻
数
一
万
八
千
三
百
五
十
」
な
る
数
値
は
史
料
Ｂ
―
１
～
９
（『
大

日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
七
一
六
～
七
二
一
号
、
一
三
八
号
・
七
二
二
号
・

一
三
九
号
）
の
合
計
に
一
致
す
る
。

（
13
）『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
七
一
七
号
。

（
14
）『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
七
一
八
号
。

（
15
）『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
七
一
九
号
。

（
16
）『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
七
二
〇
号
。

（
17
）『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
七
二
一
号
。

（
18
）『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
一
三
八
号
。『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文

書
』
で
は
こ
の
一
三
八
号
の
写
が
七
二
一
号
と
同
七
二
二
号
と
の
間
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

（
19
）『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
七
二
二
号
。

（
20
）『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文
書
』
一
三
九
号
。『
大
日
本
古
文
書
吉
川
家
文

書
』
で
は
こ
の
一
三
九
号
の
写
が
七
二
二
号
と
同
七
二
三
号
と
の
間
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

（
21
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
文
書
」。
こ
の

文
書
は
『
佐
賀
県
史
料
集
成
古
文
書
編
第
三
巻
』（
佐
賀
県
立
図
書
館
、
一
九

五
八
年
）
所
収
『
鍋
島
家
文
書
』
一
一
五
号
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
前
掲
北
島
『
朝
鮮
日
々
記
・
高
麗
日
記
』
で
は
後
者
の
存
在
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
一
方
、
前
掲
北
島
『
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
一
九
七
～
一
九

八
頁
に
は
前
者
の
読
下
文
・
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
所
蔵
文
書
。
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
に

お
け
る
二
〇
〇
六
年
一
二
月
二
八
日
の
調
査
（
閲
覧
・
撮
影
）
に
際
し
て
は

同
館
の
武
谷
和
彦
氏
よ
り
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
の
文
書
は
図
録
『
秀
吉
と

文
禄
・
慶
長
の
役
』（
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
、
二
〇
〇
八
年
、
初
版
は

二
〇
〇
七
年
）
に
図
版
一
三
六
と
し
て
写
真
・
釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、『
鍋
島
家
文
書
』
一
一
六
号
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
所
蔵
文
書
。
こ
の
文
書
は
前
掲
『
秀
吉
と
文

禄
・
慶
長
の
役
』
に
図
版
一
三
七
と
し
て
写
真
・
釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、『
鍋
島
家
文
書
』
一
一
七
号
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
鍋
島
文
書
」。
な
お
、
こ
の
文
書
は

『
鍋
島
家
文
書
』
一
一
八
号
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）
前
掲
「
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
文
書
」（
図
録
『
秀
吉
と
桃
山
文
化
』〈
毎
日

新
聞
大
阪
本
社
文
化
事
業
部
、
一
九
九
六
年
〉
に
も
資
料
一
八
一
と
し
て
写

真
・
釈
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
文
書
は
『
鍋
島
家
文
書
』
一
二
一
号

と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
差
出
書
の
「
熊
谷
内
蔵
允
（
花
押
）」「
早
川

主
馬
頭
（
花
押
）」
お
よ
び
宛
所
の
「
鍋
島
信
濃
守
殿
」
が
欠
落
し
て
い
る
。

な
お
、
前
掲
北
島
『
朝
鮮
日
々
記
・
高
麗
日
記
』
で
は
後
者
の
存
在
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
前
掲
北
島
『
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
一
九
八
～
一

九
九
頁
に
は
前
者
の
読
下
文
・
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）『
高
山
公
実
録
上
巻
』（
清
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
。

（
27
）『
高
山
公
実
録
上
巻
』
一
〇
九
頁
。

（
28
）
前
掲
武
谷
論
文
。

（
29
）
星
野
恒
『
史
学
叢
説
第
二
集
』（
冨
山
房
、
一
九
〇
九
年
）
所
収
。
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（
30
）
川
添
昭
二
・
福
岡
古
文
書
を
読
む
会
校
訂
『
黒
田
家
譜
第
一
巻
』（
文
献
出

版
、
一
九
八
三
年
）
二
八
四
～
二
八
七
頁
。

（
31
）
星
野
・
武
谷
の
両
氏
と
も
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、『
黒
田
家
譜
』
に
は
稷

山
の
戦
い
に
お
け
る
黒
田
勢
に
つ
い
て
「
首
多
く
打
取
け
る
。
す
べ
て
今
日

御
方
に
誅
取
し
首
数
夥
し
」
な
る
記
述
も
存
在
し
て
お
り
（『
黒
田
家
譜
第
一

巻
』
二
八
八
頁
）、
あ
く
ま
で
『
黒
田
家
譜
』
に
依
拠
し
て
「
首
級
」
獲
得
の

有
無
を
論
ず
る
立
場
を
と
る
な
ら
ば
着
目
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
後
述
の
ご
と
く
、
こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
前
掲
琴
著
書
に
言
及
が
あ
る
。

（
32
）
武
谷
論
文
に
は
「
鼻
請
取
の
古
文
書
は
総
計
十
一
通
」
と
説
明
す
る
箇
所

が
あ
る
。

（
33
）
参
謀
本
部
編
『
日
本
戦
史
朝
鮮
役
』（
村
田
書
店
、
一
九
七
八
年
、
初
版
は

一
九
二
四
年
）
三
一
八
頁
、
三
七
〇
～
三
七
二
頁
。

（
34
）
前
掲
藤
木
論
文
二
二
一
頁
。
前
掲
藤
木
著
書
三
七
三
頁
に
も
同
じ
一
覧
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
藤
木
氏
が
指
摘
す
る
「
陣
立
書
」
に
該
当
す
る

の
は
『
鍋
島
家
文
書
』
一
三
四
号
で
あ
る
。

（
35
）
前
掲
琴
著
書
五
三
頁
。

（
36
）
前
掲
琴
著
書
六
一
～
六
二
頁
。

（
37
）
前
掲
丸
山
論
文
。

（
38
）
前
掲
北
島
『
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
八
二
～
八
三
頁
。

（
39
）
前
掲
北
島
『
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
八
五
頁
。
な
お
、「
黒
田
長
政
が
総
計
五

四
八
七
」
の
数
値
は
史
料
Ａ
―
１
～
12
に
記
載
さ
れ
た
鼻
数
の
合
計
で
あ
る
。

（
40
）
前
掲
北
島
『
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』「
参
考
文
献
」
に
は
、
前
掲
琴
著
書
（
初

版
本
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
41
）
前
掲
中
野
『
秀
吉
の
軍
令
と
大
陸
侵
攻
』
三
一
四
～
三
一
五
頁
。

（
42
）
前
掲
中
野
『
文
禄
・
慶
長
の
役
』
二
〇
四
頁
。

（
43
）
前
掲
中
野
『
秀
吉
の
軍
令
と
大
陸
侵
攻
』
三
八
四
頁
。
前
掲
中
野
『
文
禄
・

慶
長
の
役
』
三
〇
七
頁
。

（
44
）
山
室
恭
子
『
黄
金
太
閤
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
）
一
六
一
頁
。

（
45
）
李
烱
錫
『
壬
辰
戦
乱
史
中
巻
』（
東
洋
図
書
出
版
、
一
九
七
七
年
）
六
二
九
～

六
三
六
頁
。

（
46
）
笠
谷
和
比
古
・
黒
田
慶
一
『
秀
吉
の
野
望
と
誤
算
』（
文
英
堂
、
二
〇
〇
〇

年
）
一
二
二
～
一
二
四
頁
。
笠
谷
和
比
古
『
関
ヶ
原
合
戦
と
近
世
の
国
制
』

（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
四
頁
。

（
47
）
前
掲
中
野
『
文
禄
・
慶
長
の
役
』
二
〇
四
頁
。

（
48
）『
黒
田
家
文
書
第
一
巻
本
編
』（
福
岡
市
博
物
館
、
一
九
九
九
年
）
一
〇
八

号
。
な
お
、
前
掲
中
野
『
秀
吉
の
軍
令
と
大
陸
侵
攻
』
三
二
二
頁
の
指
摘
に

し
た
が
い
、「
郡
の
こ
と
く
」
を
「
都
の
こ
と
く
」
に
あ
ら
た
め
て
引
用
し
た
。

（
49
）
な
お
、
前
掲
北
島
『
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
』
も
「
か
く
な
ミ
」
を
「
漢
南
。

こ
こ
で
は
明
兵
を
い
う
」
と
註
解
し
て
い
る
（
八
三
頁
）。

（
50
）
史
料
Ａ
―
５
の
鼻
数
は
「
八
拾
五
」
と
少
数
で
あ
る
が
、
後
述
の
日
本
側

の
勝
利
に
終
わ
っ
た
黄
石
山
の
戦
い
に
関
す
る
史
料
Ａ
―
２
も
「
首
」「
鼻
」

合
わ
せ
て
三
八
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、
鼻
数
の
少
な
さ
は
長
政
の
「
勝
利
」

を
否
定
す
る
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
51
）
前
掲
中
野
『
文
禄
・
慶
長
の
役
』
二
〇
五
頁
。

黒
田
長
政
宛
鼻
請
取
状
に
つ
い
て

二
〇



（
52
）『
鍋
島
家
文
書
』
一
一
九
号
。

（
53
）
別
稿
、
前
掲
拙
稿
「
慶
長
の
役
（
丁
酉
再
乱
）
に
お
け
る
長
宗
我
部
元
親

の
動
向
」
参
照
。

（
54
）
前
掲
中
野
『
秀
吉
の
軍
令
と
大
陸
侵
攻
』
三
一
三
～
三
一
五
頁
。

（
55
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
藤
堂
文
書
」。

［
付
記
］

　
本
稿
は
、
平
成
一
七
～
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
））「
朝

鮮
出
兵
と
く
に
慶
長
の
役
に
お
け
る
諸
大
名
の
軍
事
行
動
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」

（
課
題
番
号
一
七
七
二
〇
一
五
三
）、
平
成
二
二
～
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））「
朝
鮮
出
兵
に
お
け
る
軍
目
付
の
機
能
お
よ
び
実
態
の
研
究
」

（
課
題
番
号
二
二
五
二
〇
六
七
八
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

高
知
大
学
人
文
学
部
人
間
文
化
学
科
・
人
文
科
学
研
究
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